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蓼科観光株式会社  

代表取締役 松島 敏之 様 

 

美濃戸高原別荘地 連絡会 

 会長 中村敏昭 

年頭ご送付頂いた諸書類に関する遺憾表明と照会 

コロナ禍第 3 波がなかなか収まらず、首都圏でも緊急事態宣言延長が決定し生活も経済活動も厳

しく制約され、私どもも長引く自粛生活に少々疲弊気味の昨今です。御社におかれても同様に、会

社の収益性向上のための営業販促活動や経営合理化活動が思うに任せぬこととご同情申し上げます。 

さて、1月中旬毎年恒例の昨年管理業務報告書・水道施設大規模修繕工事秋季工事報告・「お知ら

せ」・「お願い」文書等、及び令和 3年度分請求書を受け取りました。年頭のご挨拶にて、『命の息吹、

大きな希望』を示唆する『辛丑』のご講釈など高邁な学識をご披露頂き厳粛な気分になりました。 

しかし一方では、御社の企業活動を抽象的な文言で自画自賛するのみで地権者に信用を強いるな

ど、一方的な文面作成には年始早々落胆を覚えるばかりでした。 

 御社からの年頭所感という大事な機会ですから、連絡会として正式な返答と、私どもが重要と考

えている視点をいろいろ述べ、併せて幾つかのご質問をさせて頂きますので、ご回答をどうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

[Ⅰ] 管理費値上げ問題に関する連絡会主張は継続・堅持します。 

昨年度からの御社管理費 60％値上げ要求に対して、その理由には法的根拠がなく、論理的にも整

合性を欠く上、裏付けデータの開示もされないことに対し、連絡会は現状通り、更地・建築済と

もに消費税抜で年額 1 万円増が適正な値上げ額であるとの見解を堅持し、我々の側よりこれ以上

の譲歩案を示すことはありません。従って御社が 6割値上げに固執される場合、双方主張は永遠

に平行線をたどることになりましょう。 

 

[Ⅱ] 年頭ご挨拶文書中での抽象的・不適切表現には猛省を。 

文書中に「合理化を図りながら営業を強化し・・、粛々と活動を行って参りました」、「健全な別荘

地を作り上げて・・」とありますが、抽象的な言葉の羅列ばかりで営業拡販活動や抜本的経営革

新・発展飛躍の具体的内容や進捗状況は何も見えてきません。空虚な言葉に終始して、何の実績も

示さない年頭恒例の修辞はお止めになった方が良いとアドバイスします。管理業務の実施報告に

ついても例年表現されている写真添付が全くなく、コロナ禍の非常時とはいえ、かなり手抜きの

報告と映った次第です。例年同様のスタイルに戻すことを要請します。 

 また、「お願い」文書の中では「連絡会とは合意が出来ていない」と本音を言いながら「値上げに

応じぬ地権者は訴訟も辞さず」と恫喝の響きある不適切・不穏当な矛盾発言、顧客に対して言う

まじき言辞を用いたことは真に残念でここに猛省を促す次第です。そのように礼を失した言葉と



ともに昨年同様の 6 割値上げの管理費請求書・昨年度不足金額及び延滞料請求書を同封されるな

ど、前向きで建設的な解決を図る姿勢が少しも見られぬことに虚しさも感じております。心ある

地権者なら「会社の本性見たり」と憤りを覚え、そして“嗤い”かねない不適切発言です。 

  

[Ⅲ]  定例で添付されていた「部門別損益計算書」が含まれていません。 

これは昨年の当連絡会との交渉で松島社長が開示しないと言われた“決算財務諸表”とは異なる

のではないですか？ 以前の「（現預金）収支報告書」も出せないのでしょうか。営業利益・経常

利益数値報告もしかりです。松島社長が以前から「当社はガラス張り経営」と標榜されたことに全

く相反します。全地権者は御社を信頼して、前年分の水道使用料はもちろん、翌年度分の管理費・

地代（借地の方）、並びに水道施設大規模修繕工事費積立金等を無担保・無保証で年度初めに全額

お支払いしています。御社はそれらを受けて部門別の収入・支出の詳細を地権者に開示して応え

るべきではないでしょうか。「お願い書」の中で「財政規律の健全化のため・・・」と再三述べて

おられますが、6割もの管理費値上げが必須なほど財務内容が不健全なのか、全額年初に前払いし

て与信上の不安がないのか・・等々を我々が判断する材料が絶対に必要なのです。収支報告書も開

示頂けないのでは、実態を知るすべが全くありません。御社にとり唯一無二の顧客と言える全地

権者に結果数値を（良くも悪しきも）報らせるのが、常識ある営利企業としての義務ではないでし

ょうか。年頭の報告書から収支報告書が突然消え失せたことに全地権者が驚いたことは疑う余地

がありません。どうしても拒絶されるとなれば、よほど顧客や与信供与者に知られたくない事情

があるのかと余計疑いたくなります。とにかく誰も望まぬ更なる事態展開に至らぬよう、決して

「開示できない」との回答は為されないよう切望いたします。ご回答をお待ちします。 

   

[Ⅳ]  管理費値上げ問題に関する連絡会の考え 

① 平成 30 年度より水道施設大規模修繕工事費積立金の名で、全地権者総額で毎年 1 千百万円を

超える経営支援をし、御社水道施設の資産形成を通じて毎年巨額の利益供与を最大約 16年間 

に亙りご協力することになり、管理費値上げの次元を遥かに凌ぐ経済的支援・貢献を既に 

しております。第 1期工事が終了した後は第 2期工事にも繋がるプロジェクトです。加えて申

せば、平成 21 年に御社・連絡会が交わした費用折半負担の水道工事覚書を一方的に反故にし

打ち捨てられた屈辱に耐え、御社の窮状を救うべく地権者全員が協力しているのです。 

② 一昨年末以来再三指摘しました通り、管理費改訂に一定の理解とご協力をすることに吝かでは

ありませんが、管理規約第 8条に照らし、また近隣同種別荘地における管理費水準と比較して

も、6割値上げは論拠に妥当性ないばかりでなく、我々の調べでは御社が掲げる管理費の値上

げをしてきた近隣別荘地は見当たりません。また上の①項で述べた毎年１千百万円余に上る経

営支援の供与を踏まえれば、このような大幅値上げは貴社決算収支に於いて必然性に欠ける過

大且つ不当なものと結論づけられます。 

一方で目下の国難ともいうべき経済情勢の下で、皮肉にも別荘購入意欲が強まっている気運は、

双方共通の千載一遇の好機であることは間違いないところです。 この機を逃さず美濃戸の別

荘環境を早急に整え、空き区画の拡販増進を実現して、美濃戸に嘗ての活力と繁栄を取り戻す

ためには、この問題でいつまでも角突き合わせをしていてはならないとの強い思いもありま



す。連絡会では御社からの提案があれば門戸を閉ざすことはありません。 

  

ついては今一度原点に立ち返り、我々の管理規約の中で以下に掲げる管理費に関する諸条項に

正しく準拠した値上げ要求か、交渉過程はどうだったか・・を、主観を一旦脇に置き客観的に

見つめ直して頂きたいと考えます。 即ち 

 第 7条（管理費） 

  甲が行う管理業務について、乙は、後記１に定める管理費を甲に支払うものとする。 

  後記１の（１）、第 7条に定める管理費は次の通りとする。 

   １区画（更地）    年額 20,000円（消費税別） 

   1区画（土地及び建物） 年額 40,000円（消費税別） 

(註) 後記部分を含め、管理費実額が管理規約に組み込まれている。 

 第 8条（管理費の改定） 

  甲は、管理費を、社会情勢、物価の変動等を考慮して、乙の意見を聞いた上、改訂することが

できるものとする。 

    (註) この条項で、管理費は未来永劫に固定・不可変のものではなく、本条に従い 

       甲が発議し改訂を指向することが可能とみなされる 

 第 28条 （規約の改定） 

  この規約の改定は、甲乙協議の上、行うものとする   

    (註) 管理費改訂は、直接的な関与条項としては、第 8条に基づき発議され。第 7条の 

       後記１内容を改定するものゆえ、甲乙協議の上で為されねばならない 

 

これまでの経過を振り返るとき、管理費改訂額に関しての双方の協議が十分尽くされたとは 

我々連絡会側は認識しておりません。にも拘わらず一方的に対話を打ち切り、自己の主張であ 

る 6割値上げの請求書を送りつける御社所業には憤りを感じ、是認しかねます。 

いま一度冷静に解決策を得るためには何をすべきかお考え頂き、早春の面談を開かれるお考えが 

ないか 2月中にご回答下さい。 

 

[Ⅴ]  最後に営業強化、販促強化の実現のための組織・人財養成・他社との提携などは当然御社も

専管事項として策を練り実行を計画しておられるでしょう。とにかく別荘購入の引合が多く、特

に風光明媚な中信地域の人気が高いと聞いております。ところが折角美濃戸を案内しても、大袈

裟にいうと「樹木が茂り過ぎ、昼なお暗きジャングルの印象」と、避ける客が多いので美濃戸物件

の仲介販売には力を入れても無駄だ・・との低評価が近隣業界に定着しているとの、極めて憂慮

すべき話を聞いております。とにかく 60区画以上ある御社保有物件は言うに及ばず、管理規約第

6 条で御社の責任業務となっている共用道路上にせり出し環境劣化の要因となっている成長し過

ぎ、また徒長した樹木の枝払い、倒れかけた樹木処理など、管理会社が手入れする権利を持つと

ころは早急に伐採、剪定等、環境良化を図り、美麗快適な自然環境、別荘地景観を確保して頂きた

いものです。 新年度中に 20、30と新規の販売が実現すれば、別荘地も昔日の活気と繁栄を取り

戻し、貴社の財務内容にも計り知れない価値をもたらすことと確信するところです。 （以上）  


